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令和8年度PTA総会

学校経営方針



本日の流れ

❶ ご挨拶

❷ 学校教育について

❸ 家庭教育について



学校教育
教育目標と今年度の重点についてお話します。



　一人一人がかけがえのない存在として自他を尊重し、成

長していく学校を目指し、校訓を「Only one」としまし

た。安心して挑戦できる環境のもと、自分で考え自分で表

現することを大切にしながら、誰一人取り残すことなく、

社会の創り手としての資質・能力を育成していきます。

学校教育

■校訓



学校教育

■教育目標

自分の意志で考え判断し表現できる生徒（知）

自他を尊重し変化を前向きに捉える生徒（徳）

健康で安全な生活の中で挑戦できる生徒（体）



学校教育

■今年度の重点

令和７年度の成果と課題を踏まえて、今年度の重点を上記のようにしました。
〇浜中生のよさ
　協働的な学習を通じて育った協調性
　行事や特別活動などを前向きに楽しむ
▲浜中生の課題
　自分で判断し責任を持って行動する
　知識や知恵を働かせて自分で考える
　失敗や間違いを避ける傾向にある



重点（１）

◇全教職員が関わる学級経営を基盤とした環境づくり
　全校生徒58名に対して全教職員17名がホンキで向き
合い、安心して挑戦できる環境を学級経営と授業を中心
にしながらつくっていきます！

◇「ナイストライ！」を実感できる対話的な関係づくり
　毎日の対話を通して、信頼関係を築き、結果だけでな
く挑戦やプロセスを認められているという実感によって
自己肯定感、自己有用感を高めます！

誰もが安心して挑戦し成長できる学校づくり



重点（２）
◇学ぶことの意義と本質に基づいた
　　　　　　　　　　　　カリキュラムマネジメント
　学力とは「生きる力」です！学校の学びは社会へと
つながります。そのことが実感できる授業、カリキュ
ラムを実施していきます。

◇地学協働による課題解決プロセスの習得と活用
　浜頓別町は学習資源の宝庫です！そして、社会の営
みを学びに変えてくれるセンセイがたくさんいます。
町全体が学びのフィールドです。

社会に開かれた教育課程の編成と実施



重点（３）

キャリア形成を目指す主体的な学習者の育成

◇一人一人が自分で考え
　　　　　　　　表現することを前提とした授業改善
　課題や問いに対して、まずは自分で考える。そして
自分で表現する。できなかったことができるようにな
っていく授業改善を目指します！

◇自分と社会の未来を創る
　　　　　　　　キャリア形成の自覚を促す進路指導
　進路とは高校進学がゴールではありません。キャリ
ア形成の自覚は学習意欲につながります。１年生から
希望調査をとるなど、進路について考えていきます！　



重点（４） ◇自他を尊重する安心できる環境における
　　　　　　　　　　　　　　　　自己決定の場づくり
　生徒指導の目的は自己指導能力の獲得です。「今、何
をするべきか？」を自己決定できるよう支援します。

◇きめ細やかな生徒理解に基づく個に応じた支援の充実
　生徒は一人一人かけがえのない存在です。だからこそ
一人一人を理解し、それぞれに適した支援ができるよう
日々の対話や関わりを大切にします。

自己指導能力の獲得への支援と多様性の包摂



心身の健康に基づくレジリエンス（回復力）の向上

重点（５） ◇体力向上プランに基づく心身の健康づくりと
　　　　　　　　　　家庭と連携した生活習慣づくり
　ココロもカラダも健康でないと学力は伸びません。
そのためには、生活習慣が大事です。ご家庭でのご協
力もお願いします！

◇柔軟で前向きな考え方によって
　　　　　　　　立ち直って成長できる回復力の向上
　挑戦すれば失敗もします。でも失敗はOK、やり直せ
ばいいんです。そんな、しなやかさが成長につながっ
ていきます。



重点（６）

l教職員の資質・能力と働きやすさ・働きがいの向上

◇授業力と指導力の向上を目指して
　　　　　　主体的に学び続ける教職員への研修奨励
　先生方も勉強します！まだまだ若い本校の教職員。
生徒の可能性を引き出すためにも勉強し続けます！

◇対話によって日常の業務を研修とする
　　　　　　　定時退勤時代にあった成長環境の構築
　先生方の勤務時間は8:05~16:35です。実は授業以
外にもたくさんの仕事があります。研修もしなければ
なりません。それでも、子どもたちのために頑張る先
生方を応援してください。　



家庭教育
本校の校訓、教育目標は学校教育だけでは実現できません。



家庭教育

■まずは「お願い」から

　こうしてお忙しい中、学校にお越しいただき、授業を参観し、PTA総会・
懇談会にご出席いただきありがとうございます。
　学校は一人でつくることはできません。みんなでつくるものです。教職
員、生徒、保護者、地域の方々、学校関係者のすべての方が学校づくりの一
員です。
　参観日や行事に来ていただけるのも本当にありがたいです。どんどん来て
ください！なんなら、なんでもない日に来ていただいてもかまいません。
　学校づくりの一つとして、年２回の保護者アンケートがあります。どうす
れば学校がもっと良くなるか、すべての生徒のためになるか、そんな視点で
ご意見をいただけると、学校づくりがさらに進みます。どうぞ、よろしくお
願いします。

保護者の皆さんも「学校関係者」です。
学校づくりの一員として力を貸してください！！



家庭教育

■家庭教育のススメ

　教育基本法　第10条
「父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するもので
あって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育
成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。」

　これが、家庭教育について定められた法律です。

　もちろん学校教育にもたくさんの法律が定められていますが、教育基本
法の定義から考えると、学校教育と家庭教育はそれぞれが役割分担や協力
をしながら、子どもを育てていくべきだということがわかります。

家庭は子どもにとって根本的な教育の場です



家庭教育

■家庭教育のススメ

基本的な生活習慣 学習習慣づくり スマホ管理
　学校と家庭の役割分担で考えると、この３つについては学校教育
だけでは難しく、家庭教育のチカラがどうしても必要です。いずれ
も、ご家庭で過ごす時間に大きくかかわることだからです。



家庭教育
　起きる時間や寝る時間、バランスの良い食生
活、持ち物の管理、歯磨きや入浴などの健康や
衛生に関わる習慣、言葉遣いやマナーなどの
躾、家庭教育のおかげで、明るく素直な子ども
たちが育っている浜頓別町。本当にありがとう
ございます。
　子どもの可能性や能力を最大限に引き出し、
成長を促すためには心身の健康が欠かせませ
ん。そのためには、これらの基本的な生活習慣
が本当に重要です。　

基本的な生活習慣



　授業時間だけで学習すべきことのすべてが定
着することは、なかなか困難です。授業で学ん
だことを繰り返し活用したり、忘れないように
復習したり、という自学自習と授業を合わせて
学習は定着していきます。
　これは、中学校だけでなく生涯にわたって必
要な学び方です。大人になったって自分の仕事
のための学びが必要です。だからこそ、「学習
習慣」を身に付けていく必要があります。
　家庭教育の中で、「学習習慣」の時間の確保
などにご協力いただきたいと思います。

学習習慣づくり

家庭教育



スマホ管理

家庭教育
　スマホを使用する場面は学校にはありません。も
ちろん、スマホの所有も必須ではありません。スマ
ホを持つことを、子ども自身と保護者が選んだとい
うことになります。
　便利ですがリスクがあることもご承知だと思いま
す。ネットモラルの指導はもちろん学校でも行って
いますが、実際のSNSやゲーム内のトラブルは予防
も指導も学校では困難です。
　スマホ使用上のルール、フィルタリング、SNSや
ゲームの管理などは家庭教育のチカラが必要です。
　また、悪質なトラブルについて、場合によっては
警察の捜査が必要になります。ご理解ください。　



よろしければ右の二次元コードを読み取

り、学校経営方針へのご意見をお寄せく

ださい。

ありがとうございました
校長からは以上となります。

ご清聴いただき、誠にありがとうございます。

今年１年間、浜頓別中学校をよろしくお願いいたします。
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